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Ｑ－１４　経済産業省より「新たな自社株式保有スキ－ムに関する報告書」が公表
　　　　　され、日本版ＥＳＯＰ制度についての、会計、会社法、税務の検討が
　　　　　されています。　この日本版ＥＳＯＰ制度とはどんな制度ですか？

Ａｎｓｗｅｒ：

１　ＥＳＯＰ制度とは、米国の企業が採用している自社株式を利用した退職給付制度のことを
いいます。このＥＳＯＰは、Employee Stock Ownership Planの略で、米国では、

　　イ－ソップと呼んでいますが、日本ではイソップと呼ぶことが多い制度です。

２　この制度は、自己株式を信託や匿名組合等のビ－クルで取得し、一定期間保有した後、

　　従業員持株会に売却したり、従業員本人へ退職金として給付する制度となっており、

　　特に、上場企業において、株価の買い支えと従業員へのインセンティブ及び退職給付

　　を同時に満たすことができる制度として注目されているものです。

３　従来日本には無かった制度ですが、経済産業省において、平成１９年１１月から導入の

　　検討を開始し、平成２０年１１月に「新たな自社株式保有スキ－ムに関する報告書」とし
て公表され、会計、会社法、税務の実務的な論点が整理され、本格導入の下地作りが進

　　んでいます。詳しくは、http://www.meti.go.jp/press/20081117002/20081117002.html　
をご覧ください。

４　既に導入済の企業も有り、次頁以降で具体的な事例を紹介しましたのでご参考にしてくだ
さい。
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導入企業名：　㈱ネクシィ－ズ（東証第一部4346) 
　　　　　　　　　

シンセティックＥＳＯＰとは、米国で一般的に普及する退職給付制度であるＥＳＯＰ（※）
を参考にＳＭＢＣが独自に開発したものであり、従業員持株会に対する長期的かつ安定的
な株式の供給を可能にするほか、ＳＰＶが保有する株式の議決権について従業員持株会の
議決権の行使割合に応じて行使する仕組みとすることにより、従業員持株会の会員である
従業員の議決権の強化を図るものです。

ネクシィーズは、シンセティックＥＳＯＰの導入により、「従業員の意思の反映によるコー
ポレート・ガバナンス体制の充実強化」を図り、企業経営の透明性の向上を目指すととも
に、会社の経営に深い関心を持つ株主の創出などを通じて、株主価値の着実な向上及び企
業運営の安定に資する効果も期待できると考えております。

※ ＥＳＯＰ：Employee Stock Ownership Planの略

さらに、従前、従業員持株会による株式取得が毎月一定日に集中することで株式の市場流動
性を圧迫し、株価が一時的に上昇するという問題がありましたが、シンセティックＥＳＯＰ
の導入により当該問題を回避し、相対的に安定した投資環境を確保する効果も期待できると

考えております。

ＥＳＯＰ導入企業事例

◆ 導入内容　　　（2006/4/13 上記企業HP プレスリリ－スより抜粋）　
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① ネクシィーズは、市場買付等により自己株式を取得します。

② ネクシィーズは、ＳＰＶに対し、匿名組合契約に基づく出資を

行います。

③ ＳＭＢＣは、ネクシィーズによる保証の提供等を条件に、

ＳＰＶに対し、ローンを実行します。

④ ネクシィーズは、ＳＰＶに対し、自己株式を時価で一括し

て処分します。

⑤ 従業員持株会の会員である従業員は、ネクシィーズから支

給される給賞与及び奨励金（福利厚生費）をもって、毎月、
従業員持株会に拠出金を払い込みます。

⑥ 従業員持株会は、毎月、会員である従業員からの拠出金を

もって、ＳＰＶから時価で株式を購入し、各会員に当該株式
に係る持分を割り当てます。

⑦ ＳＰＶは、従業員持株会から支払われた株式売却代わり

金をもって、ＳＭＢＣに対するローンを返済します。

○ シンセティックＥＳＯＰの基本スキーム図

（2006/4/13 ㈱ネクシィ－ズHP プレスリリ－スより抜粋）
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○　ＥＳＯＰのメリット

１　従業員持株会方式では、一度に大量の株式を取得することが難しいが、ＥＳＯＰの
　　場合には、信託や中間法人が直接金融機関から融資を受けて株式を購入することが
　　できる。

　　もちろん、会社が自己株式として購入しておくことも可能であるが、自己株式で
　　購入してしまうと、議決権行使ができなくなることや、配当することができなくな
　　り、従業員へのインセンティブとしては活用できない。

　　ＥＳＯＰの場合には、従業員持株会の取得割合に応じて議決権を行使するスキ－ム
　　を組むことも可能となっている。

２　企業側においても、株価が低迷している時には、株価維持のために自己株式購入を
　　同じ効果を生むことができる。

３　上場企業の場合、従業員持株会は、インサイダ－に対する規制から株価にかかわら
　　ず、経常的に市場より購入しなければならないが、ＥＳＯＰの場合には、株価が低
　　いタイミングで購入することができる。

４　信託や中間法人に保有し、従業員が退職する時に退職金として支給することができ
　　る。従業員持株会の場合には、自分の株式として既に保有しているため、退職金
　　として取得することはできない。


